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１　消防水利施設は、適切に維持管理いたします。ただし、やむを得ない事由により
　撤去等を行うときは、所有者等の責任において代替施設を設置します。

４　消防水利施設の敷地等を第三者に譲渡し、又は所有権の移転を伴う場合は本誓約

（注）届出者が自署しない場合は記名押印してください。

　おいて一切の責任を取ります。

７　この誓約書を以って消防法第２１条の指定消防水利の承諾とします。

記

２　撤去等を行うときは、あらかじめ消防本部警備課と協議します。

３　消防水利施設の維持管理に必要な費用については、一切を負担します。

　事項を条件にして譲渡又は所有権の移転の手続きを行います。

５　消防水利施設は常時使用可能な状態にしておきます。

６　消防水利施設の維持管理の欠陥により第三者に損害を与えた場合は、所有者に

上記の消防水利施設については、次の事項を遵守し管理いたします。
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